
中間西校区まちづくり協議会(第６回)運営委員会【議事録概要書】 

 

日時：令和２年１２月４日(金) １９時～ 

場所：西校区まちづくり協議会事務所 

 

【委員長】 

定刻になりましたので、中間西校区まちづくり協議会(第６回)運営委員会を始めます。 

次第の１、会長挨拶、会長お願いします。 

       

（会長挨拶） 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

本日の会議は、先月の議題で継続協議となった「どんど焼き」の開催の可否について、次第に沿っ

て説明させていただき、決定したいと思います。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

 

【委員長】 

 では、次第の２、議題に移ります。（１）「どんど焼き」開催の可否について 

開催日時は、令和３年１月１１日、月曜日、午前９時３０分から受付、１０時に点火。 

どんど焼きを行う際の消防署への届出については、消防署に確認したところ概ね１週間前でよいと

のことでした。 

次に、国の１２月以降のイベントに関するコロナ感染症対策基準については、先月説明いたしまし

た内容と同様でしたので資料は配布していません。 

コロナ感染者の推移については、皆さんもご存じのとおり、最近の状況として感染者数が各地で過

去最高を更新していること、中でも高齢者の感染者数の増加や重症者、死亡者が増加しています。 

北九州地域では、今のところ大幅な増加はみられませんが、福岡県内でも徐々に増加しています。 

また、１１月１１日に中間市内在住の方、１名の新型コロナ感染が確認されました。 

 

次に、イベント主催者側の安全配慮義務について説明します。別紙資料１をご覧ください。 

これは、イベント主催者側の義務と、新型コロナウイルスにイベント参加者が感染した場合の主催

者側の責任について、弁護士の見解と解説を記載しています。 

要約すれば、イベント主催者は、感染した参加者に対して損害賠償責任を負うことになる可能性が

あるということ。 

その対策として、主催者側は参加者の手指消毒や手洗いの実施、マスク着用の義務付け、検温の実

施、風邪症状がある者の参加拒否、換気の徹底、参加者間の距離を１〜２ ｍあける等の然るべき感染

予防策を十分に講じる必要があると言うことです。 

 

 説明は、以上となりますが、先日行った役員会では、協議の結果、ただいま説明した状況を踏まえ、

皆さんの健康を第一に考え、「今年度は実施しない」ことを提案しようということになりました。 

このことについて、皆さんからご意見・ご質問などございましたら、挙手のうえ、ご発言をお願い

します。 



【委員】異議なし 

 

【委員長】 

 ただ今、委員から異議なしとのご発言がありましたが、他の委員の皆様はいかがでしょうか？ 

 先月の会議で、中止にするかどうかの基準は、本日の会議の時点で新型コロナウイルス感染症の感

染者数の状況やインフルエンザの罹患者数が好転していない場合は中止するということで確認してい

ましたので、提案のとおり中止とすることでいかがでしょうか？ 

 

【委員】 

 餅焼きと抽選会は密になるので、やらないということで分かるが、どんど焼きも中止なのか？ 

 

【委員長】 

 はい、先月の会議の後、何人かの委員さんに意見を聞いてみましたが、餅焼きと抽選会がない中で

人は集まるのか？という意見を伺いました。 

 このイベントについては必ずやらないといけないというものではありませんので、ご理解いただき

たいと思います。 

 

【一同】異議なし 

 

【委員長】 

 それでは、「どんど焼き」の開催について確認いたしますが、 

地域の皆さんの健康を最優先に考え、今年度は開催しないことで決定してよろしいでしょうか？ 

 

【一同】質疑なし、異議なし 

 

【委員長】 

 ご異議ありませんので、今年度は開催しないことといたします。 

 

【委員長】 

 続きまして（２）その他に移ります。 

 次回の第 7回運営委員会の日程についてですが、例年 1 月は、どんど焼きの行事や皆さんご多忙で

あることなどにより、運営委員会は開催していません。 

 ２月には、３月に行う校区一斉清掃の取組がありますので、運営委員会を開催する予定です。 

 事務局から提案といたしまして、次回の運営委員会は例年どおり、１月は開催せず、２月に開催し

たいと考えています。 

 皆さん、いかがでしょうか？ 

 

【一同】質疑なし、異議なし 

 

【委員長】 

 それでは、次回、第７回運営委員会は、令和３年２月に行うことといたします。 

次第の一番下の次回会議日程の欄に、令和３年２月５日（金）１９時からとご記入をお願いします。 



  

 次に、まち協事務所年末年始の閉所日ですが、学校閉庁日にあわせ、令和２年１２月２８日（月）

から令和３年１月１１日（月）までとさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか？ 

 

【一同】質疑なし、異議なし 

 

【委員長】 

事務局から以上になりますが、その他、皆さんからご意見などございませんか？ 

 

【一同】意見なし 

  

【委員長】 

学校、安全安心まちづくり課、社協、介護保険課から連絡事項などありませんか？ 

 

 

【学校長】 

・保護者、地域の方々に対するお礼 

・１月８日（金）始業式 

・１月の授業参観は中止する 

 

【介護保険課】 

 「ヒートショックにご用心」（配布資料に沿って説明） 

 

【委員長】 

 他にないようですので、本日の会議を終わりたいと思いますが、皆さんに各校区の行事予定表を配

布していますので参考にされてください。 

では、次回、第７回運営員会は令和３年２月５日（金）１９時から開催予定です。どうぞよろしく

お願いします。 

以上で、本日の会議を終わります。皆さん、お疲れさまでした。 

 


